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令和７年度から実施している「重点医師偏在対策支援区域における診
療所の承継・開業支援事業」では、都道府県の地域医療対策協議会（本
部会）及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者を
補助対象とするとされています。
この度、令和８年度分の募集を行ったところ、６事業者から応募が

あったことから、支援対象医療機関の選定について協議します。



「重点医師偏在対策支援区域」設定の考え方

⃝国は、以下のいずれかの基準に該当する区域を候補区域として提示

⃝都道府県は、国が提示した候補区域を参考としつつ、以下留意事項を踏まえ
て地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議したうえで、区域外から医師
を確保できないと医療提供体制の維持が困難と考えられるような、真に重点
的に医師を確保する必要がある区域に限り、「重点医師偏在対策支援区域」
を選定する。

【厚生労働省が提示する候補区域】

① 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏

② 医師少数県の医師少数区域

③ 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏（全国下位1/4）

【選定に当たって国から提示されている留意事項】

地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、

診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮すること



国が提示する候補区域（全国109区域）

出典：医師偏在是正対策の進め方に関する都道府県説明会（R7.1.22開催）資料抜粋

国から以下の区域が候補として提示され、本県は、地域医療対策協議会及び保険者
協議会の合意を得て、2区域を重点医師偏在対策支援区域に設定した。



支援対象医療機関の選定について

令和８年度事業分の支援対象医療機関を募集したところ、重点医師偏在対策支援区
域である「山武長生夷隅医療圏」及び「君津医療圏」にて計６事業者から本事業を活
用して診療所を承継・開業したい意向が示された。
当該事業者の診療所の開設について、確認したところ、補助要件に該当し、また、

地域の医療提供体制の確保に資すると認められることから、支援対象医療機関として
選定することとしたい。

実施事業事業区分
(開業日)標榜診療科病床所在地（区域）診療所名開設者

施設整備
設備整備

地域への定着支援

承継
（R8.4.1）

整形外科
内科
小児科

無床袖ケ浦市野里1773番地１
（君津）

おゆみの中央病院
袖ケ浦クリニック

医療法人社団
淳英会

施設整備
設備整備

地域への定着支援

開業
(R8.10.1）

内科
老年内科

緩和ケア内科
無床東金市東岩崎

（山武長生夷隅）東金院
医療法人社団
やまぶき訪問
クリニック

設備整備開業
(R9.4.1）

内科
脳神経外科
緩和ケア内科

有床
(16床)

茂原市緑が丘1-32
(山武長生夷隅)

茂原すみれ訪問
クリニック

医療法人社団
長生北稜会

施設整備
設備整備

開業
(R9.5.1）

小児科
アレルギー科

内科
無床山武市成東100-1

（山武長生夷隅）
あきばこどもとおとな

のクリニック秋葉 靖

施設整備開業
(R9.5.10）

皮膚科
小児科無床長生郡一宮町一宮2638-4、

2652-6（山武長生夷隅）
いちのみや駅前
皮膚科・小児科吉田 圭志

施設整備開業
(R10.4）

内科
外科

消化器内科
無床木更津市井尻（君津）木更津消化器内科・

内視鏡クリニック渡邊 隆太郎


